
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
生
活
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
人
や
、

事
業
の
自
粛
や
縮
小
な
ど
で
減
収
と

な
っ
た
事
業
者
へ
の
融
資
制
度
や
給
付

金
、
支
払
い
の
猶
予
な
ど
の
支
援
制
度
を

紹
介
し
ま
す
。

　
ま
た
、
掲
載
し
て
い
る
制
度
の
ほ
か
に

も
支
援
策
や
相
談
窓
口
が
あ
り
ま
す
。詳

し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
（
下
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）。　

融
資
・
給
付
金
な
ど

�
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
緊
急
資
金
等

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
、
売
上
減
少
な
ど
業
況
が
悪
化

し
て
い
る
中
小
企
業
者
等
の
皆
さ
ん
の

資
金
繰
り
を
支
援
し
ま
す
。受
け
付
け
は

京
都
府
・
京
都
市
制
度
融
資
取
扱
金
融
機

関
。そ
の
他
の
融
資
制
度
や
借
入
条
件
な

ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公

開
中
（
下
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ

ス
可
）。

︽
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
制
度
︾

　

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
制
度
は
事

業
活
動
の
制
限
や
災
害
な
ど
で
経
営
の

安
定
に
支
障
が
あ
る
中
小
企
業
に
保
証

限
度
額
の
別
枠
化
を
図
る
な
ど
資
金
繰

り
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
売
上
高
な

ど
が
減
少
し
た
企
業
等
も
対
象
と
な
り
、

事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
長
の
認
定

が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】産
業
創
造
・
雇
用
促
進

課（
☎
66・1
0
2
1
）

�
持
続
化
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

に
よ
り
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る
事
業
者
に
、
事
業
の
継
続
を
下
支
え

し
、再
起
の
糧
と
な
る
給
付
金
を
支
給
。

【
対
象
】中
堅
企
業
、
中
小
企
業
、
小
規
模

事
業
者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
個
人
事

業
者
等
、
そ
の
他
各
種
法
人
等
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
売

り
上
げ
が
前
年
同
月
比
で
50
㌫
以
上
減

少
し
て
い
る
者

【
給
付
額
】
売
上
減
少
分
が
上
限
で
法
人

は
2
0
0
万
円
以
内
、
個
人
事
業
者
等
は

1
0
0
万
円
以
内
。

※
詳
細
は
経
済
産
業
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
て
い
ま

す（
下
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）。

�
生
活
支
援
臨
時
給
付
金（
仮
称
）

　

給
付
額
や
相
談
窓
口
な
ど
詳
細
は
決

ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
緊
急
小
口
資
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
収
入
が
減
少
し
た
た
め
、
緊
急
で
一

時
的
に
生
計
の
維
持
が
困
難
な
場
合
に

少
額
の
費
用
を
貸
し
付
け
。

【
対
象
】
休
業
等
で
収
入
の
減
少
が
あ
り
、

緊
急
で
一
時
的
な
生
計
維
持
の
た
め
の

貸
し
付
け
を
必
要
と
す
る
世
帯

【
貸
付
上
限
額
】学
校
等
の
休
業
、
個
人
事

業
主
等
の
特
例
の
場
合
20
万
円
以
内
。そ

の
他
の
場
合
10
万
円
以
内

【
措
置
期
間
】１
年
以
内

【
償
還
期
限
】２
年
以
内

【
貸
付
利
子・保
証
人
】無
利
子・不
要

【
問
い
合
わ
せ
先
】社
会
福
祉
協
議
会（
☎

62・７
０
４
４
）

�
総
合
支
援
資
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
収
入
が
減
少
し
た
た
め
、
生
活
再
建

ま
で
の
間
に
必
要
な
生
活
費
用
を
貸
し

付
け
。

【
対
象
】
収
入
の
減
少
や
失
業
等
で
生
活

に
困
窮
し
、
日
常
生
活
の
維
持
が
困
難
な

世
帯

【
貸
付
上
限
額
】
２
人
以
上
な
ら
月
20
万

円
以
内
、
単
身
な
ら
月
15
万
円
以
内
。貸

付
期
間
は
原
則
３
か
月
以
内

【
措
置
期
間
】１
年
以
内

【
償
還
期
限
】10
年
以
内

【
貸
付
利
子・保
証
人
】無
利
子・不
要

【
問
い
合
わ
せ
先
】社
会
福
祉
協
議
会（
☎

62・７
０
４
４
）

�
住
居
確
保
給
付
金

　

就
職
に
向
け
た
活
動
を
す
る
な
ど
を

条
件
に
一
定
期
間
、
家
賃
相
当
額
（
上
限

あ
り
）を
家
主
に
支
給
。

【
対
象
】離
職
・
廃
業
か
ら
２
年
以
内
か
休

業
等
で
収
入
が
減
少
し
、
離
職
等
と
同
程

度
の
状
況
に
あ
る
人

【
問
い
合
わ
せ
先
】
生
活
支
援
相
談
セ
ン

タ
ー
（
☎
66・５
０
０
１
）

支
払
い
の
猶
予
な
ど

�
市
税
、
保
険
料
、
水
道
料
金
な
ど

　

支
払
い
が
困
難
な
人
や
法
人
を
対
象

に
支
払
い
の
猶
予
や
分
割
納
付
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

❖
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税

　
税
務
課
（
☎
66
・
１
０
２
５
）

❖
国
民
健
康
保
険
料

　
保
険
医
療
課
（
☎
66
・
１
０
０
３
）

❖
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
保
険
医
療
課
（
☎
66
・
１
０
７
５
）

❖
介
護
保
険
料

　
高
齢
者
支
援
課
（
☎
66
・
１
０
１
３
）

❖
上
下
水
道
料
金

　
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
課
（
☎
62
・
１
６
３
２
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
支
援
策

融
資
・
給
付
金
・
支
払
い
猶
予

※
４
月
20
日
時
点

市議会６月定例会（予定）
市議会６月定例会の日程は右表のとおり。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から、当面の間、会議の傍聴について
は自粛をお願いしています。
▶詳しくは、議会事務局（☎66・1060）へ。
※一般質問が11日に終了する場合は、12日の本

会議は開催されません。
※日程は変更になることがあります。

日時 内容 場所
５月29日㈮10時30分から 本会議（提案説明）

市議会議場
６月10日㈬10時から 本会議（一般質問）

11日㈭10時から 本会議（一般質問、質疑）

12日㈮10時から 本会議（（一般質問、質疑）予備日）

16日㈫９時から 福祉健康

予算決算分科会・委員会
 議員協議会室

13時30分から 市民文教

17日㈬９時から 産業建設

13時30分から 総務消防

23日㈫９時から 予算決算委員会

29日㈪10時30分から 本会議（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

監
査
結
果
な
ど
の
閲
覧

令
和
元
年
度
の
定
期
監
査
や
平
成
30
年
度

一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
決
算
審
査
、健
全

化
判
断
比
率
等
審
査
な
ど
の
結
果
を
公
表
。

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、西
支
所
、加
佐
分
室
、

中
・
南
公
民
館
、東
・
西
図
書
館
で
閲
覧
で

き
ま
す
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載（
左
下

の
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）。

▼
詳
し
く
は
、監
査
委
員
事
務
局

（
☎
66
・
1
0
8
0
）へ
。

土
曜  

臨
時
窓
口
を
開
設

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
と
電
子
証
明

書
の
更
新
を
受
け
付
け
る
臨
時
窓
口
を
開
設
。

利
用
に
は
前
日
ま
で
に
電
話
で
予
約
が
必
要

（
住
民
票
発
行
や
住
所
異
動
な
ど
は
利
用
不
可
）。

︻
日
時
︼

５
月
16
日
、23
日
、30
日
、６
月
６
日
、13
日

の
土
曜
日
、13
時
～
16
時

︻
場
所
︼

❖
東
・
中
・
大
浦
地
域
在
住
…
市
民
課

❖
西
・
加
佐
地
域
在
住
…
西
支
所
市
民
年
金
係

︻
問
い
合
わ
せ
先
︼

市
民
課（
☎
66
・
１
０
０
１
）、西
支
所
市
民

年
金
係（
☎
77
・
２
２
５
２
）

第
２
次
舞
鶴
市

Ｄ
Ｖ
対
策
基
本
計
画
を
策
定

市
で
は
、配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力（
Ｄ
Ｖ
：

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）の
根
絶

を
目
指
し
、Ｄ
Ｖ
防
止
や
被
害
者
の
保
護
、自

立
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め「
舞
鶴
市

Ｄ
Ｖ
対
策
基
本
計
画
」を
平
成
27
年
3
月
に
策

定
。こ
の
た
び
、こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
検

証
し
て
、時
代
・
社
会
の
ニ
ー
ズ
や
変
化
に
よ

り
求
め
ら
れ
る
新
た
な
施
策
の
方
向
性
・
対

応
方
策
を
盛
り
込
ん
だ「
第
2
次
舞
鶴
市
D
V

対
策
基
本
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

な
お
、パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
き
制

度（
市
民
意
見
提
出
制
度
）に
基
づ
き
意
見
を

募
集
し
た
結
果
、特
に
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

︽
閲
覧
で
き
ま
す
︾

計
画
は
、人
権
啓
発
推
進
課
や
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、人
権
啓
発
推
進
課（
☎
66
・
１

０
２
２
）へ
。

 第２次舞鶴市DV対策基本計画の概要

趣旨

被害者自身や周囲の気付きを促進し、地域での身近な相談から保護、社会的自立までの切
れ目のない支援を推進し、DV を許さない社会の実現を目指す。

策定の視点

❖暴力を許さない社会の実現…DVは犯罪行
為を含む重大な人権侵害であることの理
解を深め、DVを防止し、暴力を許さない社
会の実現を目指す。

❖被害者の状況に応じた継続的な支援の実
施…被害者の安全確保を最優先に、被害者
の状況に応じ、早期の相談・保護から社会
的な自立までの継続的な支援を推進。また、
DVの影響を強く受ける子どもや家族も含
めた総合的な支援体制を確立。

❖社会情勢の変化に応じた対策…デートDV
や児童虐待、ストーカー、リベンジポルノ
など多様化や増加がみられる暴力事象に
対し、関係課が連携し、防止対策や支援策
を講じる。

❖関係機関等との連携協力体制の強化…豊
富なノウハウを持つ関係機関・関係団体
と連携・協力し、市町村の行政区域を越え
た広域対応で被害者支援ができるよう、連
携協力体制を強化する。
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